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１．イノベーションの全体像 

 イノベーションは、基礎研究から応用研究、製品化まで多数の主体が関わり、これら主
体間相互のすりあわせやフィードバックを経て実現されるもの。 

 したがって、イノベーションのプロセス全体を包含するイノベーション・システムの設計・
構築が極めて重要。 
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２００４年 

産総研において、酸化マ
グネシウム結晶素子で、
巨大トンネル磁気抵抗
（ＴＭＲ）効果を確認。 

２００４年以降、産総研と
キヤノンアネルバが共同
研究を実施し、量産化技
術を確立。 

２００６年以降、産総研と 

東芝による共同研究を実施。 

２００７年 

世界のテラバイト級ハードディ
スクの磁気ヘッドは、すべて産
総研とキヤノンアネルバが共同
開発した製造装置により作製。 

ＨＤＤ磁気ヘッド（テラバイト級ＨＤＤが製造可能に） 

ＭＲＡＭ（パソコン等の将来メモリ。パソコンの消費電力が９割減） 

２０１４年 

東芝で量産化を決定。（サン
プルを出荷を開始） 

大学 

公的研究機関 

公的研究機関 

ベンチャー企業 企業 

基礎研究 事業化 応用研究、開発・実証 

企業（中央研究所等） 

１８５７年 

英国でケルビン卿が
磁気抵抗効果（外部
からの磁界で抵抗
が変化）現象を発見。 

１９９５年 

東北大で宮崎らがト
ンネル磁気抵抗（Ｔ
ＭＲ）効果を発見。 

＜具体例（スピントロニクス）＞ 

（競争を勝ち抜く必要性） 

“ダーウィンの海” 



１．我が国のイノベーションシステムの強化に係る基本的考え方 

 我が国は欧米に比べ、技術シーズを事業化に結びつける「橋渡し」の機能が不十分。 
 我が国の特性を踏まえ、各主体の役割を明確化して、イノベーション創出システムを構築すべき。 
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大学 
・独創性の高い基礎研
究の実施が最大の役割 

基礎研究機関 
・大規模・組織的研究等、
大学では不十分な基礎
研究に取組む役割 

企業 
・研究開発成果の事
業化の担い手 

・事業化にあたっての
リスクテイク 

・オープンイノベーショ
ンの積極化 

・中堅・中小・ベン
チャーの活躍 

「橋渡し」を担う公的研究機関（産総研等） 
・企業ニーズを先取りし、事業化につながる研究を実施 

・企業同士や産学のネットワーク化 

・企業が利用できる研究開発拠点や共通基盤的施設の整備 

・人材の流動化や育成への寄与 

ベンチャー企業 
・既存企業によるベンチャーの

買収等によって「橋渡し」 

・国の起業・成長支援も重要 

ファンディング機関（NEDO等） 
・個別の産学連携では困難な、より革新的で複
雑な研究開発のマネジメント 
・リスクテイク、多様な主体のネットワーク化 

イノベーションを担う人材の育成と流動化  ・各主体の体制強化・システム構築と一体的に人材育成・流動化を推進 

戦略的な標準化の推進と知的基盤の整備（ＮＩＴＥ等）   ・研究開発段階からの標準化の一体的な取組等 



「日本再興戦略」改訂２０１４（平成２６年６月２４日閣議決定）等における我が国イノベーション政策の方向性 

 産総研、NEDOの「橋渡し」機能強化等、本分科会の下で行われた議論を受け、「日本再興戦略」
改訂２０１４（平成２６年６月２４日閣議決定）等、政府全体のイノベーション政策に反映。 

 
イノベーションを生み出す環境整備  
 革新的な技術シーズを事業化に結びつける
「橋渡し」機能強化については、先駆的な役割
が期待されている独立行政法人産業技術総合
研究所（産総研）及び独立行政法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）におい
て先行的に取り組み、これらの先行的な取組に
ついて、適切に進捗状況の把握・評価を行い、
その結果を受け、「橋渡し」機能を担うべき他の
研究開発法人に対し、対象分野や各機関等の
業務の特性等を踏まえ展開する。 

 また、企業が行き過ぎた技術の自前主義・自
己完結主義から脱却し、機動的なイノベーショ
ンを目指すオープンイノベーションを強力に推
進するための環境整備を図る。 
 

 

「橋渡し」を担う公的研究機関等における機能の
強化  
 特に「橋渡し」機能の強化に先駆的な役割が期
待されている産業技術総合研究所（以下、「産総
研」という。）や新エネルギー・産業技術総合開発
機構（以下、「ＮＥＤＯ」という。）において、産業構
造審議会の下での議論も踏まえて、必要な事項
を中期目標の改定にも反映させつつ、次の取組
を先行的に実施する。 

 今後、こうした先行的な取組について、総合科
学技術・イノベーション会議は適切に進捗状況の
把握・評価を行い、その結果を受け、「橋渡し」機
能を担うべき他の公的研究機関等に対し、対象
分野や各機関等の業務の特性等を踏まえ展開
する。 
 

「日本再興戦略」改訂２０１４ 
（平成２６年６月２４日閣議決定） 

科学技術イノベーション総合戦略２０１４ 
（平成２６年６月２４日閣議決定） 
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２．公的研究機関による橋渡し機能強化：産総研の「橋渡し」機能強化 
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① 応用研究を前期段階と後期段階に分け、原則として前期段階は国の資金により、後期段階においては企業からの
受託により研究を実施（事業化のコミットメントの最大化）。  

② 企業からの獲得資金を評価指標とした上で、現行（４６億円／年）の３倍（１３８億円／年）以上とする目標を設定。 

③前期段階では、マーケティング機能を強化し、将来の産業ニーズ等を反映した研究を集中的に実施。 

④大学から人材を研究室ごと受け入れることなどにより技術シーズを積極的に取り込む。 

→ ２０１５年度からの中長期目標、中長期計画に反映し、改革を実行。 

  

「橋渡し」 
につながる 
目的基礎 
研究 

産業技術総合研究所 

「橋渡し」を主要ミッションとして明確化 

「橋渡し」について企業からの獲得資金を重視した評価 

産業界 大学等 

大 学 

研究室ごと 

受入れ 

優秀な博士課程学生
の受入れ 

独自研究 
 
 

 
 
 
 

マーケティング
機能強化 

ク
ロ
ス
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
制
度 

受託研究 

「橋渡し」研究者への 
インセンティブ付与 

戦略的知財管理 

受託研究 

事業化の
コミット 

育成・支援 

ＮＥＤＯや 

公設試との連携 

 

大企業 

中堅・中小企業 

ベンチャー 

受託研究に 

結びつく研究： 
前期段階 

企業のコミットメント 

を得た研究： 
後期段階 

基礎研究 事業化 応用研究、開発・実証 

産業ニーズと技術動向
を踏まえた研究テーマ

の設定 



２．１．産総研改革の具体的実施状況 ①受託研究金額等の目標設定とインセンティブシステムの導入 
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【改革の方向性】 

 企業からの受託研究等の資金を獲得した研究開発を基本とする。また、産業界からの資金獲得を最重視して
評価し、インセンティブを付与する。 

【具体的実施状況】 

 平成２７年度から開始の産総研の新中長期目標（平成２７年度～３１年度）に以下を明記 

○「橋渡し」機能の強化を促すために、民間企業からの資金獲得額を目標期間の終了時（平成３１年度末）まで
に現行の３倍（４６億円/年→１３８億円/年）以上とすることを最も重要な目標とする。 

○また、この実現に向け、研究段階に応じた適切な評価軸の設定を行うとともに、各研究者が携わる研究段階・
研究特性に応じた評価及びインセンティブ付けを行う。 

 

 

 

 

○「橋渡し」研究を担う研究領域の評価は、 
産業界からの資金獲得の増加目標の 
達成状況を最重視して評価し、資金獲得 
金額や受託件数によって、研究資金の 
配分を厚くするなどのインセンティブづけ。 
（中堅・中小企業からの資金の取り扱い 
や研究分野ごとの特性も考慮。） 

 
 
 
 

＜目的基礎研究＞ ＜橋渡し研究前期＞ ＜橋渡し研究後期＞ 

 研究テーマの適切性に加え、優れた論
文や強い知財の創出（質及び量） 

 研究テーマの適切性に加え、強い知
財の創出（質及び量）等 

産業界からの資金獲得額 



２．１．産総研改革の具体的実施状況 ②マーケティング力の強化、③知的財産マネジメントの強化 
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AIST＆企業 

共有特許 

• 非独占であれば不実施補償
求めず。 

• 第三者への実施許諾を可能
に。 

受託 

独占実施権 

AIST 
単願特許 

企業 

 オープン・クローズの使い分け、申請件数ありきで
ない評価 ⇒ 強い知財 

 受託研究の成果も含め産総研が原則所有 ⇒ 
委託元事業分野での独占実施＋他分野での広い
活用 

 共有特許は非独占であれば不実施補償を求めず
（2014/11 公表・実施済み） 

知的財産マネジメントの強化 

● ●  ＩＣ 研究企画室（仮） 

研究戦略部長 

領域長 

企業 

幹部 

地域 

研究部門 

各研究者 

ＩＣ 

● ●  
研究部門 

各研究者 

ＩＣ 
研究部門 

各研究者 

研究戦略・イノベーション 

連携委員会 

技術マーケティング会議 
イノ推本部長、同副本部長、上席IC、IC、研究戦略部長等 

＜事務局：技術マーケティング室＞ 

現場 

担当者 

現場 

担当者 

マーケティング力の強化 

【改革の方向性】 

＜マーケティング力の強化＞  マーケティングの専門部門を設け産業人材を活用するとともに、個々の研究者の

意識改革や企業の経営幹部等との活発なコミュニケーションの強化等により、将来の産業や社会ニーズ等を
予想し、産総研が独自に行う研究テーマの設定に結びつけるマーケティング機能を強化する。 

＜知財マネジメントの強化＞ 研究成果の積極的かつ幅広い活用促進の観点から、受託研究の成果も含め、原
則産総研が知財を所有し、共通基盤的な技術でなければ、企業に対し事業化分野における独占実施権を付
与することを基本とする知財マネジメントを導入する。 

※ ＩＣ: イノベーション・コーディネター 

領域 
組
織
的
・
計
画
的
に
推
進 

重
層
的
に
組
み
合
わ
せ 

他分野での広い活用 

 ICは現在６３名であるが、今後１００名程度まで増強予定。 



２．１．産総研改革の具体的実施状況 ④研究実施組織（７領域）への責任及び権限の付与による取組体制 
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【改革の方向性】 

 本部組織と各研究領域等との役割・責任関係のあり方も含め見直し、目的基礎研究から実用化までの「橋渡
し」を円滑かつ切れ目なく推進する体制を構築する。 

【具体的実施状況】 

○研究組織をユーザーから分かりやすい７つの領域に大括り化し、各領域の下に研究ユニットを設置。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○各領域長に、民間資金獲得をはじめとする具体的な数値目標等の責任を課す一方、必要な権限（予算配分、
人事等）を付与し、領域長を中心とした研究マネジメントが行える体制を構築。 

 

○また、企業の将来ニーズの把握等を担うイノベーション・コーディネーター（ＩＣ）についても、複数領域に跨がる
大企業等の個社担当は本部組織にも配置するが、基本的には各領域ごとに配置し、業界動向や企業ニーズ
把握などの技術マーケティングをきめ細かく実施し、各領域を主体とした一貫した橋渡しの取組体制を整備。 

①エネルギー・環境領域 
エネルギー・環境問題の解決に欠かせない技術の提供 

②生命工学領域 
 健康長寿社会を実現するための技術の創出 

③情報・人間工学領域 
 産業競争力の強化と豊かで快適な社会の実現に繋がる人間に配慮した情
報技術の提供 

④材料・化学領域 
 最終製品の競争力の源となる革新的部材・素材の提供 

⑦計量標準総合センター 
 計量標準の整備と利活用促進、法定計量業務の実施と人材の育成、計量標準
の普及活動、及び計量標準に関連した計測技術の開発 

⑥地質調査総合センター 
 地質調査のナショナルセンターとしての地質情報の整備、レジリエントな社会基
盤の構築に資する地質の評価、地圏の資源と環境に関する評価と技術の開発、
及び地質情報の管理と社会利用促進 

産総研の研究組織（７領域） 

⑤エレクトロニクス・製造領域 
  世界をリードする電子・光デバイス技術と革新的な製造技術の創出 



２．１．産総研改革の具体的実施状況  ⑤大学等との連携強化 

＜クロスアポイントメント制度の構築＞ 

⃝ クロスアポイントメント制度とは、産総研と大学など、研究者等が大学等
と他の研究機関のそれぞれと雇用契約関係を結ぶ等により、各機関の
責任の下で業務を行うことができる制度。 

⃝内閣府の取りまとめの下、経済産業省、文部科学省で、クロスアポイント
メント制度の基本的枠組について検討するとともに、制度活用にあたっ
ての各種法制度との関係等について制度官庁への確認を実施。平成２
６年１２月に「クロスアポイントメント制度の基本的枠組と留意点」としてと
りまとめ、公表した。 

仕組のイメージ 

産総研 大学 出向契約 

研究者 
業務４０％ 

給与４０％ 

業務６０％ 

給与６０％ 

※ 業務割合等はあくまで例示的なもの 

【改革の方向性】 

 産総研から生まれた技術シーズのみならず、大学等の基礎研究から生まれた優れた技術シーズも汲み上げ、「橋渡し」研究を
進めるべく、大学との連携を強化する。 

【具体的実施状況】 
○今年度からの産総研の新中長期目標において、技術シーズの取り込み等に向け以下等を記載。 
  ①福利厚生面で不利益を被らずに複数の機関における雇用を実現するクロスアポイント制度の活用 
  ②大学の研究室単位での産総研への受入れや産総研研究室の大学等への設置により、大学等との連携強化の推進 
  ③大学院生等を研究者として有給で受け入れるリサーチアシスタント（ＲＡ）制度（Ｈ２６ｆｙから開始）の積極的かつ効果的な活用 

○これらを受け、産総研においては、現在約１０の大学との間でクロスアポイント制度を活用した研究者の受入れを図っているほか、昨年度から開始し
たＲＡ制度についても積極的な活用を図っているところ。今後は研究室単位での受入れ等、さらなる制度の積極的な活用に向けて検討を進める。 

産総研リサーチアシスタント（ＲＡ） 
制度の概要及び目的 

・優れた研究開発能力を持つ大学院生を有給でＲＡとして受
け入れる制度。 

 

・ＲＡは研究開発プロジェクト等に参画すると共に、研究成果
を学位論文に活用。 

 

・産総研における研究開発の一層の推進及び研究開発支援
体制の充実・強化に資するため、産総研が行う研究開発プ
ロジェクトにおいて優秀な学生の参画を促進し、研究開発
活動の水準の更なる向上を図る。 

クロスアポイント制度及びリサーチアシスタント（ＲＡ）制度の実績及び今後の展開 

■実績 

・昨年１１月に名古屋大学とクロスアポイント制度を活用した人材の相互受入れを開始したことを皮切りに、本
年４月にも複数の主要研究大学と同制度を活用した人材受入れを開始し、現在、約１０の大学との間で同制
度を活用等。 

・昨年よりＲＡ制度の運用を開始し、４６名の大学院生をＲＡとして受入れ。 

■今後の展開 

・クロスアポイントメント制度を活用し他の大学との連携を一層推進するとともに、RA制度を活用して研究室単
位での連携を積極的に推進。 

・RA制度については、平成26年度の運用状況を踏まえ受入制度の改善を図り、さらなる制度の活用を促す。 
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２．２．ＮＥＤＯの「橋渡し」機能強化と戦略策定機能強化 

10 

○ＮＥＤＯの研究開発のプロジェクト・マネジメントをＤＡＲＰＡ（＊）型に転換 
①現状技術の延長にない非連続な研究開発を推進する。 

②異なる技術を競わせながら、必要に応じ、アワード方式も活用し、研究開発を進める。 

③研究開発の進捗に応じ、技術を評価し、取捨選択するとともに、プロジェクトの参加メンバーも柔軟に入れ替えながら 

  研究開発を進める。 

④以上のような研究開発マネジメントを行うため、プロジェクトマネージャーを設け、権限・裁量を付与する.。 

ＮＥＤＯの中期目標等を見直し、２０１５年度から改革を実行（一部、２０１４年度から実行） 

（＊）DARPA（米国国防総省・国防高等研究計画局）：国防総省の中で非連続なイノベーション（インターネット、GPS、マッハ20の飛行機等）を担当。 

【従前】 
まず、技術シーズを特定した上で、研究開発目標を設定、 
達成を目指す。 

【ＤＡＲＰＡ型】 
 まず、非連続なイノベーションの創出を目的とした研究開発目
標を設定したうえで、異なる技術を競わせながら、目標の達成
を目指す。 

○中堅・中小・ベンチャー企業の新規採択に占める割合（現在１割程度）を２割とする目標を設定し、 
これらに対する支援を強化 

要素技術 

目標 

設
定 

× 

目標 

要素技術 

○ＮＥＤＯに技術戦略センターを創設し、経済産業省における技術戦略の策定機能を強化 



（参考）ＮＥＤＯ技術戦略研究センター（ＴＳＣ）と技術戦略について 

 ＮＥＤＯ技術戦略研究センター（ＴＳＣ：Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｓｔｒａｔｅｇｙ Ｃｅｎｔｅｒ）は、調査・研
究を通じ、産業技術やエネルギー・環境技術分野の技術戦略の策定及びこれに基づ
く重要なプロジェクトの企画・構想等に取り組む研究機関。 
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Goal 
戦略に基づく技術開発を通じ、ビジネス主導のイノベーションを
刺激・支援し、経済成長を加速することを目指す。 

Mission 
研究開発プロジェクトの前提となる先を見据えた中長期の戦略
を策定。技術戦略策定等を通じ研究開発マネジメント人材の育
成を図る。 

Approach 
産業界・学界と双方向な対話を行い、グローバルに最新技術
動向や将来市場展望を把握。そして、分野毎に技術戦略を策
定し、プロジェクトを企画・構想。テクノロジーを迅速、効率的、
持続的にビジネスに橋渡し。 

Activities 
 国内外の技術情報等の分析・動向調査。 

 重要分野の技術戦略（ロードマップ等）を示す。 

 技術戦略に基づく重要なプロジェクトの企画・構想を行う。 

 DB等ツール／横断的な技術開発マネジメント手法の開発・整備。 

 プロジェクトマネジメントを担う人材（PM、PL）を育成。 

 適切な情報発信等による技術戦略の社会への浸透を図る。 

川合 知二 

（前大阪大学産業科学 

研究所特任教授） 



（例：ロボット分野での取組）パソコンの性能の向上とロボット技術の進化 

 ムーアの法則に従い、パソコンの性能は指数関数的に向上。 

 ロボットの性能を飛躍的に高めるためには、ロボットの要素技術の進化が必要。 
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パソコンの性能の向上 

【注釈】 （相当）とはマルチコアプロセッサをシングルコア換算をしたもので、マルチコアプロセッサについて、2コア、4コア、8コア、10コアの性能を、それぞれ通常のシングルコアプロセッサ処理能力の1.5倍、3倍、6倍、7.5倍と評価。2006年から順に、
2コア2.93GHzの1.5倍で4.4GHz、4コア3GHzの3倍で9GHz、8コア2.26GHzの6倍で13GHz、10コア2.4GHzの7.5倍で18GHzとした。      ※NTT作成資料を一部加工 

2000年 2005年 2010年

ＣＰＵの
クロック周波数

(bps)

1G

100G

10T

10M

1P

(Byte)

100M

10G

1T

100T

10P

(Hz)

10M

100M

1G

10G

100G

9.0GHz
（相当）

1.4GHz
3.2GHz

4.4GHz
（相当）

18GHz
（相当）

233MHz

13GHz
（相当）

ADSL（24Mbps）
FTTH（100Mbps）

FTTH（1Gbps）

ISDN（64Kbps）

ADSL（1.5Mbps）

FTTH（200Mbps）

12GB

160GB

1TB
2TB

3TB

2.1GB

1.5TB

4TB

指数関数的に進化

2045年・・・

ネットワークの速度

ストレージの容量

○２０１５年に１台のパソコン
がネズミの脳の処理能力
を超えるという予想も。

○２０２５年に１台のパソコン
が人一人の脳の処理能力
を超えるという予想も。

○２０４５年に１台のパソ
コンが全人類の知能を
超えるという予想も。



 既知の情報に基づく一問一答での応答は可能だが、会話や指示の文
脈や行間を理解した類推に基づく自然な応答や、未知の状況への対応
は困難（現時点では、機械翻訳も未完成、発展途上）。 

 あらかじめプログラミングされた動作は可能だが、作業の進捗や周辺状
況を認識して自律的にタスクを変更・決定することは困難。 

 人工知能のモジュール化（たとえば、思考系と反射系など）などにして検
討する必要がある。 

現在の主な課題 課題解決に必要と考えられる研究例 

人工知能 

センシング・認識 

機構・ 
駆動（アクチュエータ）・ 
制御 

 部分的に隠れた状態（オクルージョン）や輪郭が切り出せない形状の物
体は判別が困難。 

 逆光や暗闇など、特定の環境下では物体を認識できない場合がある。
また、狭い場所での自動走行などの際には、従来よりも高速に画像処
理する必要がある。 

 雑音の中から必要な音を拾い出すことは困難。 

 複数者が同時に話している時に、特定の声を聞き分けることは困難。 

 柔軟物等の多様な物体を触覚により認識することは困難。 

 屋内外問わず、複数の周辺環境データを統合し、状況に応じて周辺環
境を柔軟に（地図がなくても）認識する必要がある。 

○データ駆動型ＡＩの高度化 
（大量のデータから学習するＡＩ技術） 

○知識推論型ＡＩの高度化 
（既存の知識から推測するAI技術） 

○脳型ＡＩの研究 
（ソフトウェアで脳の機能を模擬する手
法と、脳と同様の動きをするハードウェ
アを構築する手法がある。） 

 人間と同等のサイズ・重量で、力強さ（出力）と器用さ（動作の精密さ）を
両立させることは困難。 

 現在の剛性の高い機構では、柔軟な動きに不向き。他方、人工筋肉で
は細かい位置決め作業などに不向き。 

 複雑形状物や柔軟形状物など、日常的に人間が扱うものを事前に情報
を得ること無く適切に扱う必要がある。 

 マニピュレータやハンド等については、都度専用開発ではなく、できる限
りモジュール化を検討すべき。 

○低コスト高出力自重比（ＰＷＲ）
サーボモーター 

○高分子型軽量人工筋肉 

○通電によって伸縮する金属、繊維
等を用いた人工筋肉機構 

○非線形性の高いシステムをス
ムースに制御する制御理論 

○バイラテラル制御による汎用ハン
ドシステム 

○環境学習型ビジョンセンサ 

○イメージセンサの高度化（高感度
化、応答速度向上など） 

○低シグナルノイズ比（ＳＮＲ）下の
音声処理・識別技術 

○分布型触覚センサシステム 

○嗅覚センサ、味覚センサなど 

○カメラ・超音波センサ等によるセン
サフュージョンシステム 

人の指示や周りの状況に
応じて考えて行動するた
めの技術 

周りの状況に関する情報
をロボットに取り込むため
の技術 

ロボットが外部に働きか
けを行うための装置に関
する技術 

コアテクノロジー 

類推 

学習 

知能アーキテクチャ 

視覚 

聴覚 

触覚 

センサフュージョン 

精密性 

応答性 

柔軟性 

モジュール化 

視覚 

聴覚 

（例：ロボット分野での取組）ロボットの各要素技術の現状と課題（１） 

 ロボットの各要素技術の現状・課題と、今後必要と考えられる研究開発項目の例は以下のとおり。 
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（例：ロボット分野での取組）ロボットの各要素技術の現状と課題（２） 

現在の主な課題 課題解決に必要と考えられる研究例 

 軽量で長持ちするエネルギー源（蓄電池等）が必要。 

 重量が重く、動くためにパワーが必要（躯体を軽量化できるとモーター
等のアクチュエータを小型化できるため、さらに軽量化が進み好循環）。
また、ロボットアームやロボット自体が重いと急に止まれず、ぶつかる
と衝撃が大きく危険。 

 距離の制約なしに（場所によっては電波が届かない・使えない場合も
ある）ロボットを遠隔操作したり、複数のロボットを自律的に協調させ
る必要がある。 

 水中、高温環境、有毒環境下など、極限環境下で作業する際のシー
ルド機構、耐熱材料、耐腐食材料などは、他分野からの転用・改善を
検討する必要がある。 

○長寿命の小型軽量蓄電池 

○遠方から無線で給電する技術、
非接触給電技術 

○蓄電池以外のエネルギーシステ
ム（小型燃料電池等） 

○軽量・高強度な材料、柔軟な材料 

○ネットワークを介した連携・制御や
そのセキュリティ技術 

○耐熱・耐腐食性材料 

上記以外の広範な
分野から転用される
技術等 

ＯＳ・ミドルウェア等 
○動作環境を模擬するシミュレータ 

○シミュレータと連携可能なＯＳ・ミド
ルウェア 

○汎用的なＯＳ、ミドルウェアの提
案・標準化 

ロボットを動かすための
基盤的なソフトウェア等
に関する技術 

安心安全評価・標準  ロボットの活用の場が広がることによって生じる、予期し得ぬ潜在的
な事故のリスクを顕在化させ、評価する手法が不十分。 

 被験者による安全性等の試験のために（制度的な対応も含め）時間
を要する。 

 ロボットが収集する個人情報の保護、あるいは、ロボットによる個人情
報収集（撮影等）に関するルールの検討が不十分。 

○安全評価・リスク予見手法 

○試験方法の確立・標準化 

○機能安全の標準化 

○ロボットが収集する情報の取り扱
いに関するルールの検討 

ロボットを安心安全に普
及させるための技術・手
法等 

コアテクノロジー 

その他の技術 

開発/インテグ
レーション環境 

インターフェイス 

リスク評価 

試験法 

制度 

エネルギー源 

軽量・高強度化 

通信 

耐環境性 

認識・推論や自律制御などの高次のアプリケーション開発にリソース
を集中するための開発/インテグレーション環境・ツール（実際にロボッ
トを製作・使用しなくてもソフトウェアの動きをチェックできるシミュレー
タ、使い勝手が良く一定程度標準化されたＯＳ・ミドルウェア・プログラ
ミング言語等）を、将来の要素技術の発展に対応させる必要がある。 

異なるＯＳのロボットどうしが対話する場合、あるいは、ロボットに新た
なモジュールを搭載する場合など、ロボット及びモジュールのインタ
フェイスを標準化する必要がある。 
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（例：ロボット分野での取組）次世代技術の研究開発のあり方 

 多くの要素技術（息の長い研究・短い研究の双方がある）の研究開発を並行して実施することが必要。 

 ワークショップやアワード方式（チャレンジプログラム）の開催等を通じて、技術間の連携や情報共有を図りな
がら研究開発を推進。 

 ２０２０年、２０２５年までに実用化すべき技術については、革新的・非連続な目標（例えば性能が一桁高い、
コストが一桁低い等の目標）を立て、ＤＡＲＰＡ型で推進。 

 実用化可能な技術は既存のロボット等に随時応用。 

15 

現在 2020 2025 

既存のロボットに活用 

研究開発のあり方（コンセプト） 

産
学
官
に
よ
る
多
様
な
研
究 

技術F 

技術E 

技術D 

技術C 

技術B 

技術A 
ス
テ
ー
ジ
ゲ
ー
ト 

終了 

新たなロボットに活用 

約2年後 

技術G 

見直して再開 

目
標 

目
標 

ス
テ
ー
ジ
ゲ
ー
ト 

技術H 

・・・ 

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・チ
ャ
レ
ン
ジ
プ
ロ
グ
ラ
ム
等 

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・チ
ャ
レ
ン
ジ
プ
ロ
グ
ラ
ム
等 

新規 

新規 

ワークショップ・チャレンジプログラム等により研究開発を刺激 

要素技術を並行して研究 随時実用化 

終了 

ステージゲートによる評価 

DARPA型で推進 

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・チ
ャ
レ
ン
ジ
プ
ロ
グ
ラ
ム
等 



フィードバック 

起業 
技術移転 等 

ベンチャー企業 企業 

カーブアウト 
受託研究 等 

好循環 

大規模 
目的基礎研究 

応用領域の例 

自然言語処理 
テキスト 

マイニング 
音声認識 推薦・予測 最適化 画像認識 

通信、携帯 

インターネット 
プロバイダ 

電子商取引市場等 
インターネットビジネス 

ネットワーク／ 

ウェブサービス 

ヒューマノイドロボット等 

産業用ロボット、製造技術 

自動車（自動運転） 

ロボット、製造、自動運転 

気象庁 

特許庁 

電力・交通・運輸 

官庁、公共部門 

商品サービス企画 

大規模設計支援 

流通管理 

医療・介護 

金融・保険 

セキュリティ 

専門サービス 流通、設計 

・特許・商標審査支援 
・予測・緊急対応 等 

・対話システム、高度生産管理 
・危険認識・回避システム 等 

・ネットワーク監視 
・不正アクセス探知 等 

・診断支援AI 

・不審行動探知 等 
・マーケティング支援 
・需要予測システム 等 

実用化、社会・ビジネスへの適用 

大学、研究機関等に散らばる様々な研究者・技術 

データ・知識融合型人工知能 
 
 

脳型人工知能 
 
 

超高速推論 

海馬モデル 

基底核 
モデル 

確率関係 
データベース 

ベイジアン
ネット 

･･･ 
･･･ 

大脳皮質モデル 

（Deep Learning） 

･･･ 

（参考）産総研人工知能研究センター 

 国内外の多様な人工知能研究のトップ・新進気鋭の研究者や優れた技術を集結し、先進的な人工
知能の開発・実用化と基礎研究の進展の好循環を生むプラットフォームを形成。日本の技術・人材
の拡大再生産と産業競争力の維持・強化に貢献。 
• 様々な技術を統合し、ユーザ企業と連携して実用化し、実世界の課題解決やビジネスにつなげる。その結果をフィードバック
してさらに技術を進化させる。 

• 様々な一線の研究者により、実世界の課題を解決する大規模な基礎研究を実施。研究成果の実証により、基礎研究を加速。 
• 評価手法やベンチマークデータセットの整備など、公的研究機関として人工知能研究のベースアップに貢献。 
• 企業との共同研究だけでなく、開発された知財のスピンアウトも実施。アカデミアと産業界のハブとなる。 
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（参考）人工知能研究センター 主要研究者 
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研究センター長： 辻井 潤一  

自然言語処理の世界的権威。 
1949年生 
1971年 京都大学大学院修士課程修了、その後 同助手、助教授 
1978年 京都大学大学院 工学博士 
1988年 マンチェスター大学 計算言語学研究センター 教授 
1995年 東京大学 情報理工学系研究科 教授  
2005年 マンチェスター大学  教授 
2006年 国際計算言語学会（ACL） 会長 
2010年 情報処理学会フェロー 
2011年 マイクロソフト・リサーチ・アジアprincipal researcher 
国際計算言語委員会 （ICCL) Chairman 
日本ＩＢＭ科学賞（1988年） 
人工知能学会業績賞（2008年） 
紫綬褒章（2010年） 他多数 

副研究センター長： 麻生 英樹  

産業技術総合研究所 
1983年 東京大学 
大学院工学系研究科 
修士課程修了 
2014年 電子情報通信学会
フェロー 
 
統計的機械学習手法の実
世界応用が専門。 

副研究センター長（事務）：   
池田 正樹 

副研究センター長： 本村 陽一  

産業技術総合研究所 
2007年 ドコモモバイルサイエ
ンス賞受賞 
人工知能学会研究奨励賞他
多数。 
 
大規模データの確率モデリ
ングと実世界応用が専門。 



（参考）人工知能研究センター 主要研究者 
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脳型AIチーム 

一杉 裕志 

産業技術総合研究所 

人工知能研究センター 
主任研究員 

 

脳型AIが専門。 

企画チーム長：  松尾 豊 

東京大学大学院 
工学系研究科 准教授 
（クロスアポイント予定） 
2013年 ドコモ・モバイルサイエンス賞。 

Deep Learningの 
基礎と応用、ウェブ工学、 
ビッグデータ分析が専門。 

招聘研究員  

他 ２２名（手続き中の７名含む） ※2015.06.23時点  

樋口知之 統計数理研究所 所長 
 
データサイエンス、ベイズモデリングが専門。 

大森 隆司 玉川大学工学部 教授 
 
認知過程モデリングが専門。 

湊 真一 北海道大学大学院 情報科学研究科 教授 
 
離散構造処理が専門。 

鷲尾 隆 大阪大学 産業科学研究所 教授 
 
構造データマイニング、知識発見が専門。 

鶴岡慶雅 東京大学大学院 工学系研究科 准教授 
 
自然言語処理、人工知能が専門。 



３．研究開発型ベンチャーのエコシステムの形成 平成２６年度補正事業 

 研究開発型ベンチャー支援事業（平成２６年度補正事業）では、①研究開発型ベンチャー企業の創
出の支援を行うと共に、②我が国に技術シーズの事業化やグローバル展開等への支援が可能な国
内外のシード・アクセラレーターやＶＣ等が活発に活動する状況を作り出し、エコシステムを構築する
ことを目指す。 

 まずＮＥＤＯが公募を経て、ＶＣ等を認定。その後、認定されたＶＣ等が支援（出資）するベンチャー企
業が申請し、ＮＥＤＯが選定。ＶＣ等の出資額に応じて、ＮＥＤＯが助成。なお、本事業で認定されたＶ
Ｃ等はＪＥＴＲＯのテンポラリーオフィスを最大半年まで使用可能。（通常は５０日まで）  
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ＮＥＤＯ 
（ＭＥＴＩ） 

アクセラレーター
やＶＣ 

研究開発型 
ベンチャー 
企業 

８５％の資金提供（助成） 

15％の資金提供 
（出資） 認定 

原則、限金額7千万円（2年間） 
実用化開発、事業化調査に係る費用への助成 

収益返納 

５～１０社程度 ※チームでの応募も可 

株式 

○スケジュール  （１）米国ＶＣ向けロードショーの実施（シリコンバレー、オースティン、ロサンジェルス）  
                          ：本年３月１０～１６日（現地のＶＣ等計８０名程度参加） 
            （２）ＶＣ等の公募    ：本年４月３０日～５月２９日（７月中旬決定） 
            （３）ベンチャーの公募：本年７月中旬～８月下旬（９月下旬決定） 

研究開発型ベンチャー支援事業（平成26年度補正：17.5億円） 



 研究開発・評価小委員会の中間とりまとめを受け、日本版バイ・ドール制度（産業技術力強化法第１９条）の運
用等、国の委託による研究開発プロジェクトにおける知的財産マネジメントの在り方について検討を行い、本年５
月１５日に委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドラインを策定。 

【本ガイドラインのポイント】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【本ガイドラインの適用対象】 

 本ガイドラインは、経済産業省の予算により、経済産業省又は経済産業省所管の独立行政法人が委託する技
術に関する研究開発を適用対象とし、本年7月1日以降に公募を開始するものから適用。 

○成果の事業化の重要性などの基本的
な考え方を明示。 

○研究開発の委託者に、プロジェクトごと
に当該プロジェクトの知的財産マネジメン
トに係る基本的な方針（「知財方針」）を策
定することを原則義務付け。 

○プロジェクト開始前から終了後に至る知
財関連の業務手順を提示（図参照）。 
○留意事項として、以下の内容等を整理。 

 成果を事業化に結び付けるため、想定
されるパターンごとに、参考となる知財
の柔軟な帰属の在り方や活用方策を
提示。 

 日本版バイ・ドール制度に基づき「活用
されていない」とみなされる「相当期間」
の目安を提示。 

 プロジェクト参加者が保有済みの関連
知財（バックグラウンドＩＰ）を融通し合う
際の留意点を整理。 

○知財方針・知財合意書の作成例を提示。 

プロジェクト開始前 プロジェクト期間中 プロジェク
ト終了後 

公募時における研究開発
の委託者による知財方針
の提示 

委託契約書の締結 
 日本版バイ・ドール規定の適用の有無 
 相当期間活用していない知的財産権の第
三者への実施許諾 

 知的財産権の移転等の事前承認 等 
 を含む。 

知財運営委員会の設置等プ
ロジェクトの知的財産マネ
ジメント実施体制の整備 

知財合意書の策定（プロジェクト参加者間） 
 知的財産権の帰属 
 知的財産権の実施許諾 
 サブライセンス権付き通常実施権の設定 
 技術情報等の流出防止 
 プロジェクト体制の変更への対応 
 プロジェクト終了後における受託者の権利・義務 
 等をプロジェクト参加者間でルール化 

プロジェクトの体制変更等
の事情変更に応じ知財合意
書の内容の見直し 

知財運営委員会等による知的財産マネジメントの実施 

プロジェクト終了後の知
的財産マネジメント実施
体制の見直し 

４．「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」の策定 
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５．オープンイノベーション推進に向けた取組（１） 
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控除率大幅引上げ 
（現行12%） 

試験研究費の増加額 
  ×増加割合（5～30%） 

【増加型】 【高水準型】 
選択 

＋ 

＜控除上限＞ 

法人税額の10％ 

法人税額の25％ 

【総額型】 
試験研究費の総額×８～10％ 

中小企業は、一律12％ 

売上高比10%超の試験研究費 
 ×控除率（※1） 

※1 （試験研究費割合-10％）×0.2 

※ １年間の繰越控除制度を廃止 

＋ 

【オープンイノベーション型】 
法人税額の5％ 特別試験研究費×20％又は30％（※2） 

※2 大学・特別試験研究機関等との共同・委託研究  ：30% 
    企業間等（中小企業からの知財権使用料等の追加）：20% 

総額型とオープン
イノベーション型
を別枠化 

○ オープンイノベーション型の抜本的拡充（控除率大幅引上げ・控除上限別枠化・対象費用拡大）（恒久措置） 
○ 総額型とオープンイノベーション型をあわせ、控除上限３０％の確保（総額型２５％＋オープンイノベーション型５％）（恒久措置） 

○ 繰越控除制度は廃止。 

新制度 

控除上限は、 
あわせて３０％ 

対象費用
追加 

改正概要 

＜適用期限＞ 

平成28年度末まで 

恒久措置 

恒久措置 

１．研究開発税制の強化・重点化 

企業のオープンイノベーション（外部の技術・知識を活用した研究開発）を促進し、企業（大・中堅・中小・ベンチャー企業）・橋渡し研
究機関・大学等が各々の機能を発揮しつつ有機的に連携するイノベーション・ナショナルシステムの強化を図るため、控除率を大幅に
引き上げるとともに中小企業の知的財産権の使用料等を対象費用に追加するなど、オープンイノベーション型を抜本的に拡充。 



（参考）民間研究開発投資の状況 
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【民間研究開発投資額】 

11.6 
11.8 11.9 

12.7 

13.3 

13.8 
13.6 

12.0 12.0 
12.3 12.2 

12.7 

13.3 

（予測） 

9

10

11

12

13

14

H14fy H15fy H16fy H17fy H18fy H19fy H20fy H21fy H22fy H23fy H24fy H25fy H26fy H27fy（兆

総務省科学技術研究調査の実績値及び会社四季報からの推計を基に経済産業省作成 

社名 研究開発費（億円） 前年度増減率 

トヨタ 10,500 5% 

ホンダ 7,200 9% 

マツダ 1,250 15% 

パナソニック 4,700 3% 

三菱電機 2,020 3% 

ＮＥＣ 1,450 8% 

リコー 1,280 8% 

川崎重工 460 11% 

ＩＨＩ 450 21% 

主要企業の平成27年度の研究開発費見込 

「日立、研究費に年5000億円」 
 日立製作所は2016年度以降の研究開
発費を、15年度見込みよりも3割増やし、
年5000億円程度にする。 
 1日までに研究開発費の計画を開示し
た主要企業35社を集計したところ、15年
度は前年度比6%増･･･過去10年でピーク
の07年とほぼ同じ金額に回復する。 

（日経新聞平成27年5月8日） 
 

「自動車の研究開発費、最高水準に トヨ
タやマツダ」 
 自動車大手の2016年3月期の研究開発

費が過去最高の水準になりそうだ。トヨタ
自動車が前期の1兆円から500億円程度

上積みするほか、マツダや富士重工業も
それぞれ1000億円前後を投資する。 

（日経新聞平成27年4月23日） 
※平成27年度研究開発費計画を開示した企業から抽出 

（出典）日経新聞平成27年4月23日他各社公表資料 

各社の研究開発費の動向 

「iPS共同研究、京大と武田薬品が契約 
資金200億円」 
 京都大iPS細胞研究所と武田薬品工業
は17日、iPS細胞の医療応用に向けた共

同研究の契約を結んだと発表した。武田
が10年間で研究資金200億円を提供す
る大型提携。 

（朝日新聞他平成27年4月18日） 
 

「ダイキンがオープンイノベーション拠点
を設立」 

 ダイキン工業は、同社淀川製作所（内
に、約300億円を投じ、新たな技術開発
拠点を設立する。新拠点は2015年11月

から業務を開始する予定で、幅広い技術
者との交流を行うオープンイノベーション
拠点として、活用していく方針だ。   
（ダイキン工業発表資料等） 
 

「福井県が産官学・金融の連携組織を立
ち上げ」 

 福井県は中堅・中小企業の研究開発
支援のため、産学官と金融機関による連
携組織を６月にも立ち上げる。オープンイ
ノベーションを促すのが特徴。5年で県内

企業との共同研究等に携わる大学教員
数を３倍の１００人に、共同研究等の数を
３割増の４００件にすることを目指す。 
    （日本経済新聞平成27年5月8日） 
 

 

 

オープンイノベーションの動向 



５．オープンイノベーション推進に向けた取組（２） 
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２．オープンイノベーション協議会の設立（平成２７年２月１２日） 

 （１）設立趣旨 
    オープンイノベーションの推進事例の共有や啓発・普及活動、政策提言などを実施するため、民間事業者が主体となった 
   協議会を設立。 

 （２）役員等 
   会長：コマツ野路会長 
   幹事：オープンイノベーションに積極的な企業のトップ・役員（計１６社）が就任 
      （日立、三菱電機、東芝、トヨタ、富士フィルム、東レ、ＬＩＸＩＬ等の役員クラス、中堅・中小ベンチャー（ＧＮＴ企業等）のトップ） 
   会員：企業会員２５４社、賛助会員（大学、研究機関、自治体等）７０法人の合計３２４会員が参画（平成２７年７月１日現在） 
   事務局：ＮＥＤＯ 

 （３）これまでの協議会の活動 
   ① オープンイノベーションを進めるための課題に関するアンケート（平成２７年４月１日～１３日に実施、結果は次頁参照） 
   ② セミナーの開催（平成２７年４月２２日） 
   ③ 幹事会の開催（同上） 
     【幹事会における主な意見】 
    ・ オープンイノベーションに関する意識や取り組み、体制は各企業・業界によって様々。 
      勉強会を通じ、広く学んでいただくことが大切。 
    ・ 本活動から成功事例を生み出すための具体的な取組も必要。異分野連携、マッチングやピッチイベントとの連携に期待。 

 （４）今後の活動内容  ※（３）上記議論を踏まえた今後の活動内容 

   ① 普及・啓発するための大規模なセミナーの開催。（年３、４回程度） 
   ② オープンイノベーションを進める上での課題を設定し、テーマごとの少人数ワークショップの開催。 
     （年１０～２０回程度。テーマは社内マネジメント、連携先の探索方法、大学公的機関との相互理解促進、 
      他企業とのＷｉｎ－Ｗｉｎの連携構築・コーディネーター育成等） 
   ③ ビジネス案件を創出するための各種イベントの開催。 
     （異業種間の議論、ベンチャー企業のピッチイベント、アイデアソンなど） 
   ④ オープンイノベーション白書の作成 
     （現状分析、国内外の事例調査、オープンイノベーションの指標の検討など） 



（参考）オープンイノベーションを進めるための課題に関するアンケート結果 

24 （出所）平成２７年４月１日～１３日に、オープンイノベーション協議会事務局が調査を実施 

11 

18 

32 

33 

35 

a

a

a

a

知財の帰属やその実施についての懸念 

〈 質問 〉 
「共同研究、委託研究、ライセンスイン等により、 
大学の知を活用しようとする際の課題は何ですか」 
（n＝85社、複数回答） 

15 

30 

31 

42 

a

a

知財の帰属や 

その実施についての懸念 

a

〈 質問 〉 
「これまでの経験上、いわゆる自前主義とは 
何のことだと考えますか」 
（n＝85社、複数回答） 

共同研究等の分担についての 
調整が困難 

大学の秘密保持の体制に不安 

自社のニーズに応えうる研究者の
情報が不足 

ビジネスに対する大学の意識が低
く、協業する中で目標がずれたり、
柔軟性に欠けること 

知財の帰属やその実施についての
懸念 

外部連携には費用がかかる上、
自社の研究開発部門は簡単に縮
小できないという事情 

外部と連携すると自社に知見やノ
ウハウがたまらないため、時間が
かかっても自社で行うべきと 
する認識 

自社研究開発部門の否定につな
がることによる心理的抵抗 

外部を積極的に活用しようとする
発想の欠如 

「自前主義」についての認識 企業が考える産学連携の主な課題 



Ⅲ．今後の施策の方向 － ２．政策パッケージ 
（１）地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする － （イ）地域産業の競争力強化（業種横断的取組） 
  ◎ (1)-（イ)-③ 新事業・新産業と雇用を生み出す地域イノベーションの推進  （P19） 

 地方における若年世代の流出・人口減少を食い止めるた
めには、地域イノベーション等を通じた、新産業の創出や既
存産業の高付加価値化を行い、働く場の創出、特に「やり
がいのある」高付加価値産業を創出することが重要であ
る。効果的な地域イノベーションの創出、さらには地域経済
を担う中核的企業の創出のためには、これまでの地域クラ
スター政策の反省点を踏まえ、以下の３つの取組が必要で
ある。 

①フラウンホーファー研究機構を中心としたドイツのシステ
ム等を参考に、産業界、大学・研究機関、さらに、両者の
間で革新的技術シーズを事業化に繋ぐ「橋渡し」研究機
関といったイノベーションに係る各主体の役割を明確化
し、各主体のコミットメントを最大限引き出す。 

②地域内に閉じがちで外との連携が不十分だった反省を
踏まえ、全国の資源を総動員して積極的に活用する。 

③クロスアポイント制度の活用等により人材や技術を流動
化させる。 

 このため、関係省庁が連携して、マーケットを見据えて全
国レベルで革新的技術シーズを事業化につなぐ「橋渡し」
機能、マッチング機能の強化による地域イノベーションを推
進する。 

 具体的には、2015年度には、都道府県等に設置された公設
試験研究機関（以下「公設試」という。）に（独）産業技術総合
研究所（以下「産総研」という。）併任職員を配置する等を含
む、公設試と産総研の連携による全国レベルでの橋渡し機能
の強化や、戦略分野における産業専門家による全国レベルで
のマッチングを実現する。また、「橋渡し」研究機関を活用した
中堅・中小企業のイノベーションの支援の強化を通じて、公設
試等と産総研が中堅・中小企業の研究機能を担うことにより、
中堅・中小企業が先端技術活用による製品や生産方法の革
新等を実現する仕組みを構築する。さらに、公設試等の「橋渡
し」機能の強化を促すため、当該機能強化に取り組む公設試
等に対し各種助成等の重点化を図る。加えて、中小企業等の
戦略的な知的財産活用のための支援体制を構築する。 

 また、各地域の大学・研究機関や企業には、その地域の特
色に応じた研究成果が存在しているため、全国の研究成果等
の総結集や、人材や技術を流動化させる仕組み等により、各
地域において地域特性を踏まえた地域の将来ビジョンに基づ
き研究施設等を核に大学、研究機関、企業が集積したイノ
ベーション創出拠点を構築する。さらに、目利き人材による民
間企業のニーズと大学等の研究成果等のマッチングを促進
し、科学技術を活用した地域イノベーションを創出する。 

６．まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成２６年１２月２７日閣議決定） 
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６．地域イノベーションを推進するための「橋渡し」機能強化 
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戦略分野コーディネー
ターが大企業のニーズ
を踏まえマッチング 

地域の 
産業支援機関 

公設試 

産総研 

地域センター 

産総研 

本部（つくば） 

地域の中堅・中小企業 

【販路開拓等の支援】 

公設試 公設試 

戦略分野コーディネーターの重点配置 

産総研併任職員配置 

（産総研支部（窓口）設置） 

全国レベルで対応 

NEDOイノ
ベーション・
プラット
フォーム 

産総研 

地域センター 

産業連携専門家の一体運用で、全国大
の研究開発・技術指導サービスを提供 

  技術相談    橋渡し研究
機関を活用
した中堅中
小企業の研
究開発に対
する支援 

橋渡し機能
強化のため
の施設整備 

（１） 産総研と公設試の連携による全国レベルでの橋渡し機能の強化 

 ① 産総研及び公設試の橋渡し機能強化 

 ② 産総研と公設試相互間の連携確立 

  ・ 公設試に産総研併任職員を配置  

  ・ 産総研による公設試内の橋渡し人材の育成 

  ・ 産総研と公設試相互間の情報共有（先端技術情報、企業ニーズ 等） 

（２） 戦略分野における産業専門家による全国レベルでのマッチングの実現 

  産業専門家（戦略分野コーディネーター）の公設試への重点配置 

（３） 橋渡し研究機関を活用した中堅中小企業のオープン・イノベーションの支援 

技術的知見を有する専門家が、
販路開拓等を支援 

大企業 

取組内容 

・技術シーズと
のマッチング 

・研究開発 

・技術指導  

   

新市場の開拓 

オープンイノベーションの推進 

先端技術活用による 

製品やプロセスの革新 

     クロス・ 
アポイント 

大学 



７．新たなイノベーション・サイクル・システムの構築 
  「日本再興戦略」改訂２０１５（平成２７年６月３０日閣議決定） 

イノベーション・ナショナルシステムの実装  
④オープンイノベーションの推進のための新たなイノベーション・サイクル・システムの構築 
 

大学等と「橋渡し」機能を担うべき国立研究開発法人等の研究機関を核としたオープンイノベー
ションの拠点（オープンイノベーションアリーナ）を中心に、技術シーズの橋渡しを受けた地域企業
が事業化を通じてグローバル企業に成長し、その収益が研究資金へ還元され、更なる技術シーズ
の創出につながる好循環の仕組み(イノベーション・サイクル)の構築を目指す。 

 このため、革新的な基礎研究力を有する大学と、産総研等の橋渡し研究機関の研究センターが

近接し、相互の連携により、技術シーズが中堅・中小・ベンチャー企業を含めた幅広い分野の企業
に橋渡しされ、迅速に事業化されるための新たな拠点を形成する。 

 また、ナノテク分野の産学官集積を目指す先行事例であるつくばイノベーションアリーナを含め、

大学や産総研、物材機構等の複数の研究機関が共同で研究を円滑に進めるために必要な諸制度
の改革（調達をはじめとする制度改善等）に取り組む。 

自社技術の深堀り、取引先の拡大等に課題を抱える潜在的な成長余力のある地域の中堅・中小
企業等が、地域経済を牽引する企業へと脱却・挑戦していくことを後押しするため、幅広い支援（研
究開発支援、海外販路開拓支援、標準策定支援等）を拡充するとともに、それをきめ細かく提供す
る地域の支援プラットフォームを構築する。また、国が整備し、自治体等に提供を行っている、公的
統計データや企業間取引データ等のビッグデータを可視化する「地域経済分析システム（RESAS）」

の利用を促進するとともに、必要に応じて、地域資金循環や企業の保有特許等に関するデータの
追加も検討する。 
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（参考）科学技術イノベーション総合戦略２０１５（平成２７年６月１９日閣議決定） 

第２部 科学技術イノベーションの創出に向けた２つの政策分野 
 第１章 イノベーションの連鎖を生み出す環境の整備 
  （４）研究開発法人の機能強化 
 
○「橋渡し」機能の強化 
 

イノベーションの実現には、技術シーズを事業化に向けて磨き上げる「橋渡し」が極めて重要であ
るが、我が国においてはこのシステムが脆弱である。大学等と産総研の研究センターが近接し、連
携を進めることも含め、産総研と新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ」という。）
による「橋渡し」の深化を図るとともに、総合科学技術・イノベーション会議による進捗状況の把握・
評価の結果も踏まえ、先行的取組やノウハウ等の情報展開を行う。これらの取組を先行事例として
参考にしつつ、「橋渡し」機能を担うべき他の公的研究機関等において、企業における事業化のみ
ならず、これに至るまでのプロセスにおいて研究開発法人、大学、公設試等の間で研究成果や人
材、資金をダイナミックに循環させる取組も含め、各機関や技術シーズ等の特性を踏まえた「橋渡
し」の戦略的取組を推進する。農林水産・食品分野においても「橋渡し」機能を強化しイノベーション
創出を促進する場づくりに向けた取組を進める。 
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（参考）つくばイノベーションアリーナ（ＴＩＡ－ｎａｎｏ） 

ナノテクノロジー分野の世界最先端の産学官イノベーション集積を目指し、産業技術総合研究所、
物質・材料研究機構、筑波大学、高エネルギー加速器研究機構が中核となり、産学官の研究者を
集結し、ナノテク分野の研究開発を集中的に実施(２０１０年度～)。 

 これまで、カーボンナノチューブ、パワーエレクトロニクス半導体（ＳｉＣ）、ＭＥＭＳ（微小電気機械シ
ステム）技術を活用したマイクロセンサなど多くの研究開発とその実用化等の実績をあげている。 
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ナノチューブ系材料の 
量産化技術と応用 

開発した製法で合成した
単層カーボンナノチューブ 

パワーエレクトロニクスの革新 
（新材料の実用化へ） 

TIA-nano の主な成果 

富士電機（株）は、産総研で確立した素子作
製技術を基に、自社工場で６インチＳｉＣパ
ワーデバイスを生産。（平成２５年１０月） 

日本ゼオン（株）は、産総研と共同で高機能
カーボンナノチューブの量産技術を開発し、自
社製造プラントを建設中。（２７年秋竣工予定） 

オムロン（株）は、

TIA拠点活用プロ

ジェクトで開発した

グリーンMEMSセ

ンサ技術をもとに、

人感センサを販売

開始予定。 

（平成27年上期） 
SiC試作ライン 



（参考）産総研・窒化物半導体研究センターの名古屋大学キャンパスへの設置 
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連携によるＧａＮパワーエレクトロニクスの早期の実用化 

○名古屋大学は天野浩教授を中心にＧａＮの基礎研究に強み。産総研はデバイス化に強み。 

○名古屋大学、産総研が一緒に研究開発を行うことで、ＧａＮパワーエレクトロニクスの早期の実用化を目指す。 

 このため、産総研・窒化物半導体研究センターを同大学内に設置予定。 

ＧａＮの結晶成長など 

基礎・物性に関する研究 

名古屋大学 

デバイス化・実装など 

実用化に関する研究 

産総研 

クロスアポイントメント（人事交流） 

他大学、公的研究機関、企業等 

 パワーエレクトロニクス技術の動向 

デバイス化し評価 

ＧａＮ結晶作製 

材料 用途 実用化 

Ｓｉ（シリコン） 家電用など（低電圧・低周波領域） 実用化済 

ＳｉＣ 
（炭化ケイ素） 

電車等産業用（高電圧・中周波領
域） 

実用化されつつあ
る 

ＧａＮ 
（窒化ガリウム） 

大出力通信・放送用（高電圧・高
周波領域） 

基礎研究段階 

 パワーエレクトロニクスとは 

パワーエレクトロニクス（パワエレ）とは、半導体を用いて電
圧や電流、周波数を自在に制御する技術。従来の制御技
術に比べ、高い省エネ効果（ハイブリッドカーで１０％、 

地下鉄で４０％の燃費向上）あり 。 

パワエレ 

パワエレ 

直流の 

電気 

交流の 

電気 

１００ボルト 

の電気 
５ボルト 

の電気 

変換例 使用例 
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平成２７年５月２６日 

経済財政諮問会議 

文部科学大臣提出資料 



平成２７年５月２６日 

経済財政諮問会議 

文部科学大臣提出資料 
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（参考）理工系人材育成に関する産学官円卓会議 
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１．趣旨 
理工系人材育成戦略を踏まえ、同戦略の充実・具体化を図るため、産学官の対話の場として「理工系人材

育成に関する産学官円卓会議」を設置する。同会議において、産業界で求められている人材の育成や育成され
た人材の産業界における活躍の促進方策等について、産学官それぞれに求められる役割や具体的な対応を検
討する。 

２．検討事項 
（１）産業界の人材需要、大学の人材供給分野や研究の強みを明確化し、関係者で共有 

（２）産業界において、産業上の必要性と乖離した形で衰退や存続が懸念されている、一部の学科への対応 

（３）企業における博士号取得者の活躍の促進 

（４）産業界から大学への講師や社会人学生の派遣など具体的取組を推進 

（５）初等中等教育段階における出前講義や体験学習、高等教育段階におけるインターンシップ 

など、本物や事例に触れ産業を体感する取組を充実                              など 

３．会議委員 
（産業界） 
内山田 竹志 トヨタ自動車会長 

野路 國夫   小松製作所取締役会長 

横倉 隆       トプコン特別アドバイザー 

須藤 亮    東芝常任顧問 

秋山 咲恵   サキコーポレーション代表取締役社長 

（省庁） 吉田 大輔 文部科学省高等教育局長、片瀬 裕文 経済産業省産業技術環境局長 

４．今後のスケジュール 
○ 会議は月１回程度開催予定（第１回は５月２２日に開催）。 

○ 年内を目処に行動計画をとりまとめる。 

（大学等） 
大西 隆   豊橋技術科学大学学長 

上野 淳   首都大学東京学長 

藤嶋 昭   東京理科大学学長 

小畑 秀文 国立高等専門学校機構理事長 

神谷 弘一 愛知県立豊田工業高等学校校長 



８．１．標準化の主な取組（１） 標準化官民戦略 

 官民が連携した標準化戦略の強化のため、経済産業省と主要産業界トップが参画する 
「標準化官民戦略会議」を開催。平成２６年５月に「標準化官民戦略」をとりまとめ。 

 官民の体制整備や、世界に通用する認証基盤の強化、アジア諸国との連携強化を進める。 
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１．官民の体制整備 
 （１）新市場創造型の標準化制度の構築 ～政府の対応 
 （２）産業界における標準化戦略の強化 ～産業界の対応      

   例）ＣＳＯ（Ｃhｉｅｆ Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎ Ｏｆｆｉｃｅｒ）の設置 
  業界団体による企業に対する戦略的標準化の啓発活動 

 （３）中小企業の標準化及び認証の活動に対する支援強化 
 （４）標準化人材の育成強化 

   例）業界団体による重要産業分野の計画的な人材育成 
 

２．世界に通用する認証基盤の強化 
 我が国企業の海外展開の観点から戦略的に重要な分野につ
いて、認証又は試験の結果が国際的に認められる認証基盤を
順次国内に整備（パワーコンディショナ（産総研）、蓄電池シス
テム（ＮＩＴＥ）等）。 

 

３．アジア諸国との連携強化 
各国の国家規格の開発、 
標準化人材の育成及び認証 
基盤の整備に対する支援、 
国際標準の共同開発などの 
分野でアジア諸国との協力 
関係を強化。 

「標準化官民戦略」のポイント 



８．１．標準化の主な取組（２） 新市場創造型標準化制度 

 「標準化官民戦略」に基づき、平成２６年７月、業界団体を通じたコンセンサスを求めない「新市
場創造型標準化制度」を創設。 

 例えば、とがった技術があるものの、 
• 企業１社で業界内調整が困難な場合、 
• 中堅・中小企業等で原案作成が困難な場合、 
• 複数の産業界にまたがる場合に、 

従来の業界団体でのコンセンサス形成を経ずに、迅速なＪＩＳ化や国際標準提案を可能に。 
 現在、地方局や、自治体、経済団体・業界団体等を通じて、制度の周知・案件発掘を徹底。 
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プラスチック再生事業の生産プロセス 
に関する指針JISの開発 
株式会社 レノバ 

（東京都、従業員196人） 
 

蛍光式酸素濃度計 
に関する標準化 

株式会社 オートマチック 
システムリサーチ 
（東京都、従業員9人） 

 

高機能性塗料による表面処理方法の標準化 
株式会社 竹中製作所 
（大阪府、従業員155人） 

耐久性、測定性能に
優れる蛍光式の酸素
濃度計の評価方法を
標準化。（ＪＩＳ化）  

再生プラスチック生産プロセスの信頼性等向上に資する
品質マネジメントシステム（JIS Q 9001）の分野別指針を標
準化。 （ＪＩＳ化）  

耐久性、耐食性等に優れる高機能性
塗料による金属の表面性能を標準化。 
（ＪＩＳ化） 

開封後も液体内容物が

高い鮮度を保つことが

可能な逆止弁を用いた

液体用高機能容器の評

価方法を標準化。 

（ＪＩＳ化） 

液体用高機能容器に関する標準化 
株式会社 悠心 

（新潟県、従業員12人） 
 

自動車用緊急脱出ツール 
に関する標準化 

株式会社 ワイピーシステム 
（埼玉県、従業員25人） 

 
交通事故などで自動車
に閉じ込められた時に
使用されるガラス破砕・
シートベルト切断ツール
に関する破砕・切断性
能を標準化。（ＪＩＳ化）  

８．１．標準化の主な取組（３） 「新市場創造型標準化制度」を活用した具体的案件の概要 

 本年５月、中堅・中小企業から提案のあった５件について、「新市場創造型標準化制
度」を活用して標準化を行うことを初めて決定。 

 今後、一般財団法人日本規格協会（ＪＳＡ）が提案企業を含めた原案作成団体を構成
し、標準化の原案を作成。中堅・中小企業等の優れた技術や製品の標準化を進め、
新たな市場の創出につながることが期待される。 
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①中堅・中小企業等の標準化支援体制の強化 
 中堅・中小企業等の優れた技術・製品の標準化を「新市場創造型標準化制度」等の活用により加速するため、
自治体や産業支援機関等との連携の下で、案件発掘から標準策定や認証までのきめ細やかな支援体制の構築
が必要。 

  

②新規分野におけるＪＩＳマーク認証及び第三者試験機関による評価の体制整備 
 新規分野等において規格に適合する製品の製造事業者が限定的となるケースにおいても、製造事業者や消費
者のニーズがある場合には、ＪＩＳマーク認証や第三者試験機関による評価が提供されやすくなるよう、認証や試
験を念頭においた規格原案の作成、規格開発段階で使用した試験機器・設備の認証機関や試験機関での利活
用、認証や試験のためのガイドラインの作成、試験所・設備の情報集約・提供が重要。 

  

③標準化に係る国際交渉を担う人材等の育成強化 
 国際標準化機関（ISO/IEC）における国際会議で国際幹事や議長を担える人材等を育成するため、若手標準化

人材の研修制度の改善を検討。また標準化をビジネスツールとして戦略的に活用できる人材を育成するため、管
理職、営業職等を対象とした人材育成プログラムを実施するとともに、大学における標準化講座の導入を促進。 

  

④アジア諸国と連携して取組むべき、特に戦略性の高い標準化案件の発掘 
 企業の標準化責任者（ＣＳＯ等）と協議しながら、アセアン・中国との国際標準共同提案等について、案件発掘
を実施。 

  

⑤社会システムの標準化動向に関する産学官での情報共有 
 製造プロセス（Ｉｎｄｕｓｔｒｙ４．０）、ＩｏＴ高齢化社会対応等、幅広い分野・業種にまたがる社会システムに関する標
準化の動きについて、国内関係者を含めて情報を共有。 

８．２．今後の課題・取組の方向性（１） 
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８．２．今後の課題・取組の方向性（２） 「新市場創造型標準化制度」の活用促進施策 

 「新市場創造型標準化制度」等を活用し、中堅・中小企業等の優れた技術・製品の標準化を推進
するため、自治体・産業振興機関、地域金融機関等の支援機関との連携を抜本的に強化し、一般
財団法人日本規格協会（ＪＳＡ）に配備する標準化専門人材を中心にして、以下の取組を実施。 

① 各支援機関等の企業支援担当者に対する標準化研修、各種情報提供の実施 

② 各支援機関等が実施する標準化セミナーへの講師派遣、企業訪問への参加（インターネットＴ
Ｖ電話の活用等） 

③ 標準化案件に対する相談から標準策定及び認証までをきめ細かく、より専門的に支援 

④ 「新市場創造型標準化制度」活用が決定した標準化案件は、支援機関名と共にＰＲ 
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若手標準化人材の育成 

企業各層への標準化研修の整備 

中核標準化人材の確保 

平成２６年度の取組 
○当省及び関係機関において、主にＩＥＣ分野を対象とした「ヤングプロフェッショナル・ジャ
パン講座（第４期）」及び「ＩＳＯ国際標準化人材育成講座」（ＩＳＯ版ヤングプロフェッショ
ナル研修制度）を実施。 

○ＩＥＣヤンプロ修了生がＩＥＣ東京大会において個別分野の技術専門委員会に参加。 

今後の取組 
○ＩＳＯ／ＩＥＣ両分野におけるヤングプロフェッショナル
研修の実施、ヤンプロ修了生のＩＳＯ／ＩＥＣ等への参
加を促進。 

平成２６年度の取組 
○電気・電子業界において、国際プロジェクトリーダー養成プログラムをＡＶ・ＩＴ分野で実
施。 

○鉄鋼業界において、国際幹事・議長の後継者に対し、業務説明、ＯＪＴ及び関係機関の
研修の活用により教育。 

○その他の団体においても、ヤンプロへの参加や国際標準提案・国際審議対応等の実務
を通じた人材育成、幹事国業務を通じた中核人材の承継等に取組。 

今後の取組 

○電気・電子業界において、ＡＶ・ＩＴ分野で実施した人材
育成プログラムの他の分野への展開を計画。また、
関係団体において、引き続き計画的な人材育成を推
進。 

平成２６年度の取組 
○関係機関において、管理職、営業職、初任者を対象とした階層別標準化研修のプログ
ラム及び研修テキストを作成。 

 

今後の取組 
○関係機関において、階層別標準化研修を実施。 

大学生等への標準化教育の拡充 

平成２６年度の取組 
○技術経営学専門職大学院等に対する標準化講座の導入・拡充の働きかけ等を実施。 
○標準化教材及び標準化講座の実施に当たっての目安となるカリキュラムを作成。 

今後の取組 
○平成２６年度に策定した標準化講義カリキュラム及び
標準化教材を広く関係者に提供。 

○知的財産関連講座等での標準化関連講義の複数回
導入に向けて、技術経営学専門職大学院、主要大学
への働きかけ、講師派遣を引き続き実施。 

 

８．２．今後の課題・取組の方向性（３） 標準化人材育成 

  ＩＳＯ（国際標準化機構）やＩＥＣ（国際電気標準会議）といった国際標準化会議での標準化をリー

ドするのは産業界の人材。そのため、企業や業界における標準化人材の育成・強化が重要。ま
た、標準化をビジネスツールとして戦略的に活用できる人材育成も重要。 
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８．３．知的基盤整備特別小委員会の活動状況について（１） 

 

 第２期知的基盤整備計画に係る平成２５年度及び平成２６年度上期の実績報告を受け、委員会におい
て平成２７年度に行うべき重点事項等を決定。 
 

 微生物遺伝資源 

・有用物質の生産等に活用できる微生物の収集を
拡大。 

・微生物の機能に係る情報を新たに提供（１０機能
程度）。 

・多国間の枠組み及び諸外国の規制等について
の情報提供を拡大。 

計量標準分野 

・直流・低周波電気量の計量標準等を新たに
追加し、整備目標を１０６件から１０７件に変
更。 

・水質基準に係る標準物質等を新たに追加し、
整備目標を２６１件から２８０件に変更。 

・中小企業における計量標準の利用促進のた
め、自治体、商工会議所等への情報提供を
拡充。 

第６回知的基盤整備特別小委員会（平成２６年１２月２日） 

（画像出所：経済産業省「知的基盤の活用事例集」） 

【平成２７年度の主な重点事項】 

（水質基準に係る標準物質例（ベルフルオロオクタン酸）） 

（（独）製品評価技術基盤機構 
において放線菌を保有） 
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第６回知的基盤整備特別小委員会（平成２６
年１２月２日） 

  
 

【参考】第２期知的基盤整備計画に関する経緯 

○平成２３年８月： 
・第４期科学技術基本計画が閣議決定。 
・ 「国は、『知的基盤整備計画』の達成状況を踏
まえ、新たな整備計画を策定」 

○平成２６年３月： 

・知的基盤整備特別小委員会において、「第４
期科学技術基本計画」に基づき、「第２期知的
基盤整備計画」を策定。 

○平成２６年１２月： 

・委員会は「第２期知的基盤整備計画」に係る
平成２５年度及び平成２６年度上期の実績報
告を受け、平成２７年度に行うべき重点事項
等を決定。 

○平成２７年１１月（予定） 

 ・委員会は「第２期知的基盤整備計画」に係る平
成２６年度及び平成２７年度上期の実績報告
を受け、平成２８年度に行うべき重点事項等を
審議予定。 

地質情報 
・引き続き地質図の整備を実施。 

・千葉県北部を対象としたボーリングデータ一元
化モデル事業を実施し（平成２９年まで）、メリッ
ト、海外動向等を把握。 

（5万分の1地質図イメージ） 

【平成２７年度の主な重点事項】 

（画像出典：経済産業省「知的基盤の活用事例集」） 

８．３．知的基盤整備特別小委員会の活動状況について（２） 
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（参考）グローバル認証基盤の整備 
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ＮＩＴＥ 製品安全センター 

○大型蓄電池等試験評価施設 

  ピークシフトや系統安定化を目的とした大型蓄電池シス
テム等を安全に試験するための試験設備 

防爆チャンバー 

排煙施設 

管理棟 

大型蓄電池等 
試験評価施設 

大型蓄電池 

 
 
 
 

 
 
 

産総研 福島再生可能エネルギー研究所 

○電磁環境試験施設 
機器が発する電磁波の影響や他
の機器から発する電磁波への耐
性を測定する試験を行う 

○システム性能試験施設 
分散電源とＰＣＳを一つのシス
テムとして各種性能（天候に応
じて発電出力最適化条件を自動
制御する性能等）を評価する 

○系統連系試験施設 
電力系統への分散電源の連系
において電力品質確保のため
に求められる試験（ＦＲＴ試
験*等）を行う 

○安全性試験施設 
サージ電圧（瞬間的な異常高電
圧）試験などの安全性に関する
試験を行う 

* 系統に瞬時電圧低下等の擾乱が発生した際において、発電設備が不要
に系統から解列することなく発電を続けられるかどうかを評価する試験 

系統連系試験施設・
安全性試験施設

システム性能
試験施設

電磁環境試験施設


